
（3）退職所得に係る納入申告書（個人事業主用）の記載方法（様式：P.19）
個人事業主の方は、納入書の裏面にある納入申告書に記入せず、P.1 9に掲載の「退職所得に係る市民税・府民税納入申

告書」に記入し、 納入する金融機関ではなく、 船場法人市税事務所個人市民税（特別徴収）グループへ提出してください。

　中途就職等により新たに納税者（従業員等）の市民税・府民税・森林環境税を特別徴収する場合には、 次の記載例を参
考に、 特別徴収切替届出（依頼）書に記入のうえ、提出してください。

（4）特別徴収切替届出（依頼）書の記載方法（様式：P.18）

①提出日 欄 提出年月日を記入してください。
②徴収月 欄 徴収月（退職手当等の支払月）を記入してくださ
い。

③納入人員 欄 退職手当等に対する所得割額を納入する従
業員等の人数を記入してください。

④退職手当等支払金額 欄 退職手当等の支払金額の合計
額を記入してください。

⑤・⑥特別徴収税額 （市民税 ・ 府民税） 欄 退職手当等に
対する所得割額を市民税 ・ 府民税の別に記入してください。
（計算方法は P.10参照）

⑦特別徴収義務者 欄　特別徴収義務者（給与支払者）の郵
便番号、 住所（または事業所等所在地）および氏名を記入し
てください。

⑧個人番号 欄 お住まいの市区町村 ・ 特別区から通知される
個人番号（マイナンバー）を記入してください。

⑨自身の個人番号に相違ない旨の申立 欄

　個人番号を記載した書類を提出する際には、様式に記載の本
人確認書類が必要ですが、 これらの書類をお持ちでない場合
は、 必要事項を自署してください。なお、 こちらの住所欄には、
住民基本台帳に登録している住所を記入してください。
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《記載例》

■納期の経過した普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできませんので、ご注意ください。
■切り替え対象となる普通徴収税額の各納期について、納期限を過ぎて届出書を提出いただいた場合、その納期分は切り替えせず、そ
の翌期分から切り替えいたします。（例：７月 15 日に提出いただいた場合、 普通徴収税額の第１期分の納期限を過ぎているため、
翌期の第２期分から切り替えいたします。）

■届出書は、特別徴収の開始希望月の前月 10 日までに提出していただく必要があります。
　また、年度当初６月からの特別徴収を希望される場合は、４月 10 日までに提出していただく必要があります。
■すでに他の特別徴収義務者（給与支払者）において特別徴収されている納税者（従業員等）は切り替えできません。

ご注意

《記載例》
①提出日 欄 提出年月日を記入

納税者（従業員等）の納税通知書に記載の「年税額」

普通徴収による納付済の税額とその

税額通知書（納税義務者用）の受取方法に　

翌年度分からの住民税を特別徴

届出提出の理由を、1・2・3より選択し、記入してく
ださい。

「電子」を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。　
※受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、大阪市で付
　番します。

期別（第何期分まで）を記入してください。（把握されていない場
合は記入不要）

してください。
②特別徴収義務者 欄 特別徴収義務者（給与支払者）の郵便番
号、所在地（住所）および名称（氏名）を記入してください。

③特別徴収義務者指定番号 欄 特別徴収税額決定（変更）通
知書に印字されている番号を記入してください。

④法人番号 欄　特別徴収義務者（給与支払者）の法人番号を記
入してください。なお、個人事業主の方の場合、個人番号の記入は
不要です。

⑤連絡先 欄　この届出に関して、問い合わせ等を行う場合の担当の
方の連絡先を記入してください。

⑥給与所得者 欄 　特別徴収に切り替える納税者（従業員等）の
氏名 ・ 住所 ・ 生年月日を記入してください。

⑦年税額 欄

欄の金額を記入してください。（把握されていない場合は記入不要）
⑧納付済額 ・ 納付済期 欄

⑨受給者番号 欄

⑩翌年度分からの切替希望 欄

収へ切り替えたい場合は、✓を入れてください。
⑪届出理由 欄

5 3 0 ×× × ×

5 3 4 ×× × ×
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40,000

大阪市北区中之島1-3-20

大阪市都島区中野町2-16-20

都島　二郎

復職のため

〇〇商事株式会社
〇〇ショウジカブシキガイシャ

ミヤコジマ　ジロウ

人事課給与係 淀川一郎 06-6123-××××

00123-456

納入金額の変更方法
従業員等の退職・転勤や税額
変更により月割額の変更がある
場合または退職手当等に対する
税額の納入がある場合は、裏面
をご確認のうえ、納入金額を訂正
して納入してください。

納 期 限

（2）退職所得に係る納入申告書（法人用）〈納入書裏面〉
退職手当等の支払があり、退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、次の記載例を参考に、納入申告書に記入

してください。 特別徴収義務者（給与支払者）が個人事業主の場合は、 次のページをご確認ください。

（１）納入書の記載方法

8

※　　　　　のマークがある様式はインターネットにより提出することができます。
　 eLTAXについては、裏表紙をご確認ください。

①納入金額（１） 欄

あらかじめ印字されている 「納入金額（１）」 欄の金額を納税者
の退職等により変更する場合は、 「納入金額（１）」欄の数字を
二重線で抹消し、 変更後の金額を「納入金額（２）」欄に記入
してください。

②納入金額（２） - 給与分 欄

各納税者（従業員等）から徴収した給与に対する特別徴収
税額の月割額の合計額を記入してください。
また、退職等により、未徴収税額を一括徴収した場合の納入金
額は、この「給与分」欄に含めて記入してください。

③納入金額（２） - 退職所得分 欄

各納税者（従業員等）から徴収した退職手当等に対する所
得割額の合計額を記入してください。

④納入金額（2） - 延滞金 欄

納期限までに税額を納入しなかった場合で延滞金が生じる
場合には、延滞金の金額を記入してください。

⑤納入金額（２） - 合計額 欄

②～④納入金額（２）各欄の合計金額を記入してください。

①提出日 欄 提出年月日（納入日）を記入してください。
②徴収月 欄 徴収月（退職手当等の支払月）を記入してくだ

さい。
③納入人員 欄 退職手当等に対する所得割額を納入する納

税者（従業員等）の人数を記入してください。
④退職手当等支払金額 欄 退職手当等の支払金額の合

計額を記入してください。
⑤・⑥特別徴収税額（市民税 ・ 府民税） 欄

退職手当等に対する所得割額を市民税 ・ 府民税の別に記入
してください。（計算方法は P.10参照）

⑦特別徴収義務者 欄

特別徴収義務者（給与支払者）の郵便番号、 所在地および
名称を記入してください。

⑧法人番号 欄

国税庁より通知される法人番号を記入してください。

■②～⑤納入金額（２）各欄の数字は、 納入書裏面の記載方法により黒のペンで丁寧に記入してください。
　また、 一度記入した内容を訂正されますと正しく処理できませんので、 必ず予備の納入書をご使用ください。
■予備の納入書をご使用になられる場合は上図　　　　の箇所に徴収月および納期限をそれぞれ記入してください。

■ 各種届出書の記載方法・様式について

１ 記載方法

年 月分令和 ○ 9

令和〇年10月10日

530-XXXX

大阪市北区中之島1-3-20

○○商事株式会社

《記載例》

《記載例》

ご注意

退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、「退職手当等に係る市民税･府民税 特別徴収税額納入内訳書」
（P.20）を、P.15 の記載方法により作成し、提出してください。

ご注意

特別徴収税額の月割額に変更がある場合や、 退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、 納入書に印字さ
れた納入金額を訂正のうえ、 納入すべき金額を記入する必要がありますので、 納入書裏面および次の記載例を参考に
記入してください。

令和

令和

市　民　税
府　民　税

- 11 -



（3）退職所得に係る納入申告書（個人事業主用）の記載方法（様式：P.19）
個人事業主の方は、納入書の裏面にある納入申告書に記入せず、P.1 9に掲載の「退職所得に係る市民税・府民税納入申

告書」に記入し、 納入する金融機関ではなく、 船場法人市税事務所個人市民税（特別徴収）グループへ提出してください。

　中途就職等により新たに納税者（従業員等）の市民税・府民税・森林環境税を特別徴収する場合には、 次の記載例を参
考に、 特別徴収切替届出（依頼）書に記入のうえ、提出してください。

（4）特別徴収切替届出（依頼）書の記載方法（様式：P.18）

①提出日 欄 提出年月日を記入してください。
②徴収月 欄 徴収月（退職手当等の支払月）を記入してくださ
い。

③納入人員 欄 退職手当等に対する所得割額を納入する従
業員等の人数を記入してください。

④退職手当等支払金額 欄 退職手当等の支払金額の合計
額を記入してください。

⑤・⑥特別徴収税額 （市民税 ・ 府民税） 欄 退職手当等に
対する所得割額を市民税 ・ 府民税の別に記入してください。
（計算方法は P.10参照）

⑦特別徴収義務者 欄　特別徴収義務者（給与支払者）の郵
便番号、 住所（または事業所等所在地）および氏名を記入し
てください。

⑧個人番号 欄 お住まいの市区町村 ・ 特別区から通知される
個人番号（マイナンバー）を記入してください。

⑨自身の個人番号に相違ない旨の申立 欄

　個人番号を記載した書類を提出する際には、様式に記載の本
人確認書類が必要ですが、 これらの書類をお持ちでない場合
は、 必要事項を自署してください。なお、 こちらの住所欄には、
住民基本台帳に登録している住所を記入してください。
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《記載例》

■納期の経過した普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできませんので、ご注意ください。
■切り替え対象となる普通徴収税額の各納期について、納期限を過ぎて届出書を提出いただいた場合、その納期分は切り替えせず、そ
の翌期分から切り替えいたします。（例：７月 15 日に提出いただいた場合、 普通徴収税額の第１期分の納期限を過ぎているため、
翌期の第２期分から切り替えいたします。）

■届出書は、特別徴収の開始希望月の前月 10 日までに提出していただく必要があります。
　また、年度当初６月からの特別徴収を希望される場合は、４月 10 日までに提出していただく必要があります。
■すでに他の特別徴収義務者（給与支払者）において特別徴収されている納税者（従業員等）は切り替えできません。

ご注意

《記載例》
①提出日 欄 提出年月日を記入

納税者（従業員等）の納税通知書に記載の「年税額」

普通徴収による納付済の税額とその

税額通知書（納税義務者用）の受取方法に　

翌年度分からの住民税を特別徴

届出提出の理由を、1・2・3より選択し、記入してく
ださい。

「電子」を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。　
※受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、大阪市で付
　番します。

期別（第何期分まで）を記入してください。（把握されていない場
合は記入不要）

してください。
②特別徴収義務者 欄 特別徴収義務者（給与支払者）の郵便番
号、所在地（住所）および名称（氏名）を記入してください。

③特別徴収義務者指定番号 欄 特別徴収税額決定（変更）通
知書に印字されている番号を記入してください。

④法人番号 欄　特別徴収義務者（給与支払者）の法人番号を記
入してください。なお、個人事業主の方の場合、個人番号の記入は
不要です。

⑤連絡先 欄　この届出に関して、問い合わせ等を行う場合の担当の
方の連絡先を記入してください。

⑥給与所得者 欄 　特別徴収に切り替える納税者（従業員等）の
氏名 ・ 住所 ・ 生年月日を記入してください。

⑦年税額 欄

欄の金額を記入してください。（把握されていない場合は記入不要）
⑧納付済額 ・ 納付済期 欄

⑨受給者番号 欄

⑩翌年度分からの切替希望 欄

収へ切り替えたい場合は、✓を入れてください。
⑪届出理由 欄

5 3 0 ×× × ×

5 3 4 ×× × ×

200000

20,000

40,000

大阪市北区中之島1-3-20

大阪市都島区中野町2-16-20

都島　二郎

復職のため

〇〇商事株式会社
〇〇ショウジカブシキガイシャ

ミヤコジマ　ジロウ

人事課給与係 淀川一郎 06-6123-××××

00123-456

納入金額の変更方法
従業員等の退職・転勤や税額
変更により月割額の変更がある
場合または退職手当等に対する
税額の納入がある場合は、裏面
をご確認のうえ、納入金額を訂正
して納入してください。

納 期 限

（2）退職所得に係る納入申告書（法人用）〈納入書裏面〉
退職手当等の支払があり、退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、次の記載例を参考に、納入申告書に記入

してください。 特別徴収義務者（給与支払者）が個人事業主の場合は、 次のページをご確認ください。

（１）納入書の記載方法

8

※　　　　　のマークがある様式はインターネットにより提出することができます。
　 eLTAXについては、裏表紙をご確認ください。

①納入金額（１） 欄

あらかじめ印字されている 「納入金額（１）」 欄の金額を納税者
の退職等により変更する場合は、 「納入金額（１）」欄の数字を
二重線で抹消し、 変更後の金額を「納入金額（２）」欄に記入
してください。

②納入金額（２） - 給与分 欄

各納税者（従業員等）から徴収した給与に対する特別徴収
税額の月割額の合計額を記入してください。
また、退職等により、未徴収税額を一括徴収した場合の納入金
額は、この「給与分」欄に含めて記入してください。

③納入金額（２） - 退職所得分 欄

各納税者（従業員等）から徴収した退職手当等に対する所
得割額の合計額を記入してください。

④納入金額（2） - 延滞金 欄

納期限までに税額を納入しなかった場合で延滞金が生じる
場合には、延滞金の金額を記入してください。

⑤納入金額（２） - 合計額 欄

②～④納入金額（２）各欄の合計金額を記入してください。

①提出日 欄 提出年月日（納入日）を記入してください。
②徴収月 欄 徴収月（退職手当等の支払月）を記入してくだ

さい。
③納入人員 欄 退職手当等に対する所得割額を納入する納

税者（従業員等）の人数を記入してください。
④退職手当等支払金額 欄 退職手当等の支払金額の合

計額を記入してください。
⑤・⑥特別徴収税額（市民税 ・ 府民税） 欄

退職手当等に対する所得割額を市民税 ・ 府民税の別に記入
してください。（計算方法は P.10参照）

⑦特別徴収義務者 欄

特別徴収義務者（給与支払者）の郵便番号、 所在地および
名称を記入してください。

⑧法人番号 欄

国税庁より通知される法人番号を記入してください。

■②～⑤納入金額（２）各欄の数字は、 納入書裏面の記載方法により黒のペンで丁寧に記入してください。
　また、 一度記入した内容を訂正されますと正しく処理できませんので、 必ず予備の納入書をご使用ください。
■予備の納入書をご使用になられる場合は上図　　　　の箇所に徴収月および納期限をそれぞれ記入してください。

■ 各種届出書の記載方法・様式について

１ 記載方法

年 月分令和 ○ 9

令和〇年10月10日

530-XXXX

大阪市北区中之島1-3-20

○○商事株式会社

《記載例》

《記載例》

ご注意

退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、「退職手当等に係る市民税･府民税 特別徴収税額納入内訳書」
（P.20）を、P.15 の記載方法により作成し、提出してください。

ご注意

特別徴収税額の月割額に変更がある場合や、 退職手当等に対する所得割額を納入する場合には、 納入書に印字さ
れた納入金額を訂正のうえ、 納入すべき金額を記入する必要がありますので、 納入書裏面および次の記載例を参考に
記入してください。

令和

令和

市　民　税
府　民　税

- 12 -



《記載例》

3131

大阪市港区市岡1-15-25

××ショウジ カブシキガイシャ

34,500 103,500138,000

6
8

9
5

港 三郎
ミナト サブロウ

大阪市浪速区敷津東1-4-20
10 31179,500

3 40 3 17

13

6
9

60,300 119,200

10
5 〇

浪速 花子
ナニワ ハナコ

大阪市住吉区南住吉3-15-55

6
9

40,000120,000

1

3 41 5 7

80,000 9

8

80,000

10
5

住吉　四郎
スミヨシ シロウ

530-××××

530-××××

530-××××

人事課給与係

淀川一郎

06-6123-××××

人事課給与係

淀川一郎

06-6123-××××

2

8 31

〇 1 1

大正　五郎
9

06-4394-××××

3

人事課給与係

淀川一郎

06-6123-××××

9 30

〇 2 2

大阪市大正区千島2-7-95

551-××××

9
○

7

大阪

○
11 1

大阪

○
10 5

大阪

　納税者（従業員等）が退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合には、次の記載例を参考に、
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記入のうえ、提出してください。
　なお、個人番号欄には、納税者（従業員等）の個人番号（マイナンバー）を記入してください。

（５）給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記載方法（様式：P.17）

納
税
者
が
転
勤
さ
れ
た
場

合
で
、
引
き
続
き
新
し
い

勤
務
先
で
特
別
徴
収
を
行

う
場
合
は
、
新
し
い
勤
務

先
に
連
絡
の
う
え
、
毎
月

徴
収
し
て
い
た
だ
く
金
額

と
徴
収
す
る
最
初
の
月
を

書
い
て
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
事
由
の
該
当

番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
の
他
に
該
当
す
る

場
合
は
、
事
由
を
書
い
て
く

だ
さ
い
。

特
別
徴
収
税
額
を

徴
収
し
た
最
初
の

月
お
よ
び
最
終
の

月
並
び
に
そ
の
徴

収
し
た
税
額
を
書

い
て
く
だ
さ
い
。

注
１
．
特
別
徴
収
指
定
番
号
、
宛
名
番
号
な
ど
は
、
本
市
が
お
知
ら
せ
し
て
い
る
も
の
を
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

注
２
．
太
枠
（

）
内
部
に
つ
い
て
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

転
勤
に
よ
り
新
し

い
勤
務
先
へ
行

か
れ
る
場
合
は
、

そ
の
名
称
お
よ
び

所
在
地
を
書
い

て
く
だ
さ
い
。

一
括
徴
収
し
な

い
場
合
は
、
一
括

徴
収
し
な
い
理

由
に
つ
い
て
該
当

番
号
を
書
い
て
く

だ
さ
い
。

一
括
徴
収
す
る
場
合
は
該

当
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も

に
、
右
の
「
徴
収
予
定
額
」

欄
等
に
所
要
事
項
を
書
い

て
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
1
月
１
日

現
在
の
住
所
を
書
い

て
く
だ
さ
い
。

納
税
者（
従
業
員
等
）の
方
の

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）を
書
い
てく
だ
さ
い
。

書
面
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
機
械
処
理
に
よ
り
記
載
内
容
を
読
取
り
ま
す
の
で
、
次
の
点
に
ご
留
意
・
ご
協
力
願
い
ま
す
。

・
で
き
る
だ
け
エ
ク
セ
ル
様
式
の
ご
利
用
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
（
必
要
事
項
を
入
力
し
て
印
刷
で
き
ま
す
）
。

・
各
記
載
欄
に
記
載
内
容
が
収
ま
る
よ
う
、
ま
た
、
異
な
る
記
載
欄
に
記
載
し
な
い
よ
う
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

（
注
）
給
与
支
払
者
の
名
称
・
所
在
地
な
ど
の
記
載
欄
に
ゴ
ム
印
を
使
用
さ
れ
る
場
合
は
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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